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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

 
平成20年度第３
四半期連結累計
期間

平成20年度第３
四半期連結会計
期間

平成19年度

 

(自平成20年
４月１日

至平成20年
12月31日)

(自平成20年
10月１日

至平成20年
12月31日)

(自平成19年
４月１日

至平成20年
３月31日)

経常収益 百万円 124,184 41,291 158,855

経常利益 百万円 13,464 5,079 34,154

四半期純利益 百万円 8,439 4,286 ―

当期純利益 百万円 ― ― 18,567

純資産額 百万円 ― 349,730 377,558

総資産額 百万円 ― 5,887,0205,791,039

１株当たり純資産額 円 ― 1,475.641,594.37

１株当たり四半期純利益
金額

円 36.46 18.53 ―

１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― 79.97

潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益
金額

円 ― ― ―

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益
金額

円 ― ― ―

自己資本比率 ％ ― 5.79 6.37

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 13,850 ― 9,194

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △26,574 ― 15,338

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △4,144 ― △4,371

現金及び現金同等物
の四半期末(期末)残高

百万円 ― 66,750 83,585

従業員数 人 ― 3,496 3,383

(注) １  当行は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２　当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

３　第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５　経理の状況」中、「１　四半

期連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。
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４　当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会

社)に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益関係指標については、「第５　経理の状況」の

「２　その他」中、「(１)第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四

半期純利益金額等」の「①損益計算書」にもとづいて掲出しております。なお、第３四半期連結会計期

間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「③１株当たり四半期純利益金額等」に記載しておりま

す。

５  潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜

在株式がないため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当行グループ（当行及び当行の関係会社）が営む事業の内容

については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成20年12月31日現在

従業員数(人)
3,496
[1,572]

(注) １．従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,569人を含んでおりません。

２．嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載しておりま

す。

       ３．海外の現地採用者11名は、嘱託及び臨時従業員であり従業員には含めておりません。

 

(2) 当行の従業員数

平成20年12月31日現在

従業員数(人)
3,149
[1,384]

(注) １．従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,381人を含んでおりません。

２．嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に当第３四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しております。

     ３．海外の現地採用者11名は、嘱託及び臨時従業員であり従業員には含めておりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記

載しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、津山証券株式会社の株式を株式会社ＣＳＫホールディングス

の子会社であるコスモ証券株式会社から取得し、津山証券株式会社を当行の子会社とすることについ

て三者間で基本合意書を締結しており、平成21年３月中の最終的な合意に向けて協議を開始しており

ます。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）は、サブプライムローン問題を背景と

する米国発の金融危機に端を発した世界経済の減速や金融市場の混乱が広がるなか、我が国経済についても、

株価の下落や円高進行などを要因として企業の業績が悪化、雇用・所得環境も厳しさを増し、景気が悪化する

状況となりました。このような状況のもと、当行では平成20年４月より新中期経営計画『誠実と変革Ⅱ』を立

ち上げ、諸施策の実施に取り組みました。

当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日～平成20年12月31日）の経営成績は、経常収益は412億91百

万円、経常利益は50億79百万円となり、四半期純利益は42億86百万円となりました。

事業の種類別セグメントでは、次のような結果となりました。

＜銀行業＞

貸出金は、積極的な営業の展開による事業性資金並びに住宅ローンの積み上げなどを主因として、期中

1,132億円増加の３兆3,898億円となりました。

有価証券につきましては、金利動向等リスク分散に配意しながら一層の運用の多様化と高度化に積極的に

取り組んだ結果、期中423億円増加の２兆72億円となりました。

       なお、当行はサブプライムローンに関連する有価証券及びファンドへの投資は致しておりません。

       また、預金に加え、譲渡性預金、公共債の保護預りや投資信託の窓口販売を含めた預り資産残高は、個人預金

の増加を主因に期中465億円増加し、５兆8,401億円となりました。

       経常収益は377億38百万円、経常利益は47億48百万円となりました。

＜リース業＞

       経常収益は36億78百万円、経常利益は３億28百万円となりました。

   ＜証券投資顧問業＞

       経常収益は22百万円、経常利益は３百万円となりました。
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国内・海外別収支

 

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)金額(百万円)

資金運用収支

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

20,524 77 ― 20,601

　うち資金運用収益

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

25,149 190 92 25,247

　うち資金調達費用

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

4,624 113 92 4,645

信託報酬

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

3 ― ― 3

役務取引等収支

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

3,015 △0 ― 3,015

　うち役務取引等
　収益

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

3,996 0 ― 3,996

　うち役務取引等
　費用

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

980 1 ― 981

その他業務収支

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

1,343 781 ― 2,124

　うちその他業務
　収益

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

7,522 △11 ― 7,510

　うちその他業務
　費用

前第３四半期連結会計期
間

― ― ― ―

当第３四半期連結会計期
間

6,179 △793 ― 5,386

(注) １　「国内」とは当行(海外店を除く)及び国内に本店を有する連結子会社(以下「国内連結子会社」とい

う。)であります。

２　「海外」とは、当行の海外店であります。

３  資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用（前第３四半期連結会計期間―百万円、当第３四半期連結会

計期間16百万円）を控除して表示しております。

４  本支店勘定利息を相殺消去しております。
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国内・海外別役務取引の状況

 

種類 期別
国内 海外 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

役務取引等収益
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 3,996 0 3,996

　うち預金・貸出
　業務

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 1,137 ― 1,137

　うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 1,602 0 1,603

　うち証券関連業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 527 ― 527

　うち代理業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 444 ― 444

　うち保護預り・
貸金庫業務

前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 12 ― 12

　うち保証業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 62 0 62

役務取引等費用
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 980 1 981

　うち為替業務
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 243 0 243

(注) １　「国内」とは当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。

２　「海外」とは、当行の海外店であります。

 

EDINET提出書類

株式会社中国銀行(E03584)

四半期報告書

 8/36



国内・海外別預金残高の状況

○　預金の種類別残高(末残)

 

種類 期別
国内 海外 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 4,995,254 2,363 4,997,617

　うち流動性預金
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 2,834,368 1,274 2,835,643

　うち定期性預金
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 2,061,930 1,088 2,063,018

　うちその他
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 98,955 ― 98,955

譲渡性預金
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 153,406 ― 153,406

総合計
前第３四半期連結会計期間 ― ― ―

当第３四半期連結会計期間 5,148,660 2,363 5,151,023

(注) １　「国内」とは当行(海外店を除く)であります。

２　「海外」とは、当行の海外店であります。

３  流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金

４  定期性預金＝定期預金＋定期積金
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国内・海外別貸出金残高の状況

○　業種別貸出状況(残高・構成比)

 

業種別

平成20年12月31日

貸出金残高(百万円) 構成比(％)

国内
(除く特別国際金融取引勘定分)

3,385,650100.00

　製造業 705,201 20.83

　農業 1,302 0.04

　林業 244 0.01

　漁業 460 0.01

　鉱業 1,966 0.06

　建設業 160,373 4.74

　電気・ガス・熱供給・水道業 43,279 1.28

　情報通信業 32,117 0.95

　運輸業 103,468 3.05

　卸売・小売業 517,609 15.29

　金融・保険業 123,563 3.65

　不動産業 247,272 7.30

　各種サービス業 357,773 10.57

　地方公共団体 302,649 8.94

　その他 788,365 23.28

海外及び特別国際金融取引勘定分 4,151 100.00

　政府等 89 2.15

　金融機関 470 11.33

　その他 3,591 86.52

合計 3,389,801―

(注) １　「国内」とは当行(海外店を除く)及び国内連結子会社であります。

２　「海外」とは、当行の海外店であります。
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(2) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、667億円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加や債券貸借取引受入担保金の増加等により861億円とな

りました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出を主因としてマイナス728

億円となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支出を主因としてマイナス16億円となりました。
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第３ 【設備の状況】

(1) 【主要な設備の状況】

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2) 【設備の新設、除却等の計画】

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、除却等について、重要な変更はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 391,000,000

計 391,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２月10日)

上場金融商品取引
所

名又は登録認可金
融

商品取引業協会名

内容

普通株式 233,272,106233,272,106

東京証券取引所
第一部

大阪証券取引所
第一部

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式であり
ます。
単元株式数は1,000株でありま
す。

計 233,272,106233,272,106― ―

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年12月31日 ― 233,272 ― 15,149,056 ― 6,286,825

 

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載するこ

とができませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）
普通株式1,960,000
（相互保有株式）
普通株式  62,000

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

228,857,000
228,857 同上

単元未満株式
普通株式

2,393,106
― 同上

発行済株式総数 233,272,106― ―

総株主の議決権 ― 228,857 ―

(注)　１ 「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式559株が含まれております。

２ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式

がそれぞれ2,000株（議決権２個）及び600株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現
在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社中国銀行

岡山市丸の内１丁目15番
20号

1,960,000 ― 1,960,0000.84

（相互保有株式）
中銀リース株式会社

岡山市丸の内１丁目14
番17号

62,000 ― 62,000 0.02

計 ― 2,022,000 ― 2,022,0000.86

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成20年
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

 
10月

 
11月

 
12月

最高(円) 1,5801,6721,7001,5741,4551,5341,5331,4351,390

最低(円) 1,3791,5301,5011,3581,3591,3181,1251,1891,243

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

 

    前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、

資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に

準拠しております。

 

２　当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う

会社)に該当するため、当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)に係

る損益の状況、セグメント情報及び1株当たり四半期純利益金額等については、「２　その他」に記載

しております。

 

３　当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)は、四半期連結財務諸表の

作成初年度であるため、前第３四半期連結累計期間との対比は行っておりません。

 

４　当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結累計期間(自　平成20

年４月１日　至　平成20年12月31日)の四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人の四半期レ

ビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

資産の部

現金預け金 173,138 183,848

コールローン 27,402 71,861

買入金銭債権 64,190 54,178

商品有価証券 2,667 2,191

金銭の信託 20,303 33,885

有価証券 2,007,214 2,062,699

貸出金 ※1
 3,389,801

※1
 3,252,582

外国為替 7,752 2,482

リース債権及びリース投資資産 23,206 －

その他資産 120,001 84,198

有形固定資産 ※2
 45,558

※2
 45,767

無形固定資産 190 233

繰延税金資産 44,192 22,383

支払承諾見返 31,202 35,649

貸倒引当金 △69,800 △60,924

資産の部合計 5,887,020 5,791,039

負債の部

預金 4,997,617 4,890,939

譲渡性預金 153,406 120,315

コールマネー 26,771 45,764

債券貸借取引受入担保金 151,066 202,618

借用金 57,687 22,375

外国為替 422 52

信託勘定借 5,849 37

その他負債 96,599 77,071

賞与引当金 － 1,917

役員賞与引当金 － 80

退職給付引当金 14,379 14,215

役員退職慰労引当金 413 415

睡眠預金払戻損失引当金 417 422

ポイント引当金 156 116

負ののれん 1,299 1,488

支払承諾 31,202 35,649

負債の部合計 5,537,289 5,413,480

純資産の部

資本金 15,149 15,149

資本剰余金 6,343 6,316

利益剰余金 335,180 330,442

自己株式 △3,011 △2,438

株主資本合計 353,661 349,469

その他有価証券評価差額金 △8,822 21,968

繰延ヘッジ損益 △3,590 △2,126

評価・換算差額等合計 △12,413 19,841

少数株主持分 8,482 8,247

純資産の部合計 349,730 377,558

負債及び純資産の部合計 5,887,020 5,791,039
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年12月31日)

経常収益 124,184

資金運用収益 76,836

（うち貸出金利息） 48,908

（うち有価証券利息配当金） 23,579

信託報酬 40

役務取引等収益 13,608

その他業務収益 20,575

その他経常収益 13,124

経常費用 110,720

資金調達費用 16,020

（うち預金利息） 10,314

役務取引等費用 2,890

その他業務費用 19,608

営業経費 44,797

その他経常費用 ※1
 27,402

経常利益 13,464

特別利益 17

固定資産処分益 15

償却債権取立益 1

特別損失 575

固定資産処分損 201

減損損失 374

税金等調整前四半期純利益 12,905

法人税、住民税及び事業税 4,044

法人税等調整額 △76

法人税等合計 3,967

少数株主利益 498

四半期純利益 8,439
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 12,905

減価償却費 3,228

減損損失 374

負ののれん償却額 △290

貸倒引当金繰入額 12,287

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,917

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △80

退職給付引当金の増減額（△は減少） 163

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）額 △4

ポイント引当金の増減額（△は減少） 40

資金運用収益 △76,836

資金調達費用 16,020

有価証券関係損益（△） 4,991

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 99

為替差損益（△は益） 17,657

固定資産処分損益（△は益） 185

商品有価証券の純増（△）減 △475

その他の資産の増減額（△は増加） △30,370

リース投資資産の増減額（△は増加） △407

その他の負債の増減額（△は減少） 11,355

貸出金の純増（△）減 △140,629

預金の純増減（△） 106,677

譲渡性預金の純増減（△） 33,090

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△）

35,311

コールローン等の純増（△）減 34,446

コールマネー等の純増減（△） △18,992

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △51,551

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 △6,124

外国為替（資産）の純増（△）減 △5,270

外国為替（負債）の純増減（△） 370

信託勘定借の純増減（△） 5,811

資金運用による収入 74,804

資金調達による支出 △13,842

小計 23,027

法人税等の支払額 △9,177

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,850
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
 至 平成20年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △802,093

有価証券の売却による収入 600,479

有価証券の償還による収入 165,218

金銭の信託の減少による収入 13,482

有形固定資産の取得による支出 △3,449

有形固定資産の売却による収入 △33

無形固定資産の取得による支出 △1

子会社株式の取得による支出 △176

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,574

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △3,701

少数株主への配当金の支払額 △4

自己株式の取得による支出 △741

自己株式の売却による収入 304

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,144

現金及び現金同等物に係る換算差額 33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,834

現金及び現金同等物の期首残高 83,585

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 66,750
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 

 
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

　会計処理基準に関する事項の変更  リース取引に関する会計基準

所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、「リース取引に

関する会計基準」(企業会計基準第13号平成19

年３月30日)及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号

同前)が平成20年４月１日以後開始する連結会

計年度から適用されることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間から同会計基準及

び適用指針を適用しております。

 

[借主側]

当該取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

これによる税金等調整前四半期純利益に与え

る影響はありません。なお、リース取引開始日が

平成20年４月１日前に開始する連結会計年度に

属する所有権移転外ファイナンス・リース取引

につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じて会計処理を行っております。

 

[貸主側]

上記会計基準の適用に伴い、従来の方法に比

べ、リース債権及びリース投資資産が23,206百

万円、その他負債が268百万円、有形固定資産が

30百万円それぞれ増加し、その他資産が22,895

百万円減少しております。

また、当第３四半期連結累計期間においては、

経常収益が221百万円、経常費用が293百万円減

少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

は72百万円増加しております。

なお、リース取引開始日が平成20年４月１日

前に開始する連結会計年度に属する所有権移転

外ファイナンス・リース取引につきましては、

前連結会計年度末における固定資産の帳簿価額

をリース投資資産の期首の価額として計上する

方法によっております。

セグメント情報に与える影響は、当該箇所に

記載しております。
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【簡便な会計処理】

 

 
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

１　減価償却費の算定方法 定率法を採用している有形固定資産について

は、年度に係る減価償却費の額を期間按分する方

法により算定しております。

２　貸倒引当金の計上方法 「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び

「破綻懸念先」で個別の予想損失額を引き当てて

いる債権等以外の債権に対する貸倒引当金につき

ましては、中間連結会計期間末の予想損失率を適

用して計上しております。

３　繰延税金資産の回収可能性の判断 繰延税金資産の回収可能性の判断につきまして

は、一時差異の発生状況について中間連結会計期

間末から大幅な変動がないと認められるため、当

該中間連結会計期間末の検討において使用した将

来の業績予測及びタックス・プランニングの結果

を適用しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 

 
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

　税金費用の処理 税金費用は、当第３四半期会計期間を含む年度

の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の

実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じることにより算定して

おります。
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【追加情報】

 
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

（変動利付国債に係る時価の算定方法の一部変更）

中間連結会計期間において、変動利付国債について、市場における取引が活発に行われてい

るとはいえない状況が顕在化してきたことから、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第25号平成20年10月28日）の公表を機に、「取引所

若しくは店頭において取引されているが実際の売買事例が極めて少ない金融資産」や「売手

と買手の希望する価格差が著しく大きい金融資産」の市場価格を時価とみなせるかどうかに

ついて改めて検討し、中間連結会計期間より、市場価格を時価とみなせない状態にある場合に、

合理的に算定された価額を公正な評価額としております。この結果、当第３四半期連結会計期

間において、市場価格をもって貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」中の国債は

5,884百万円、「その他有価証券評価差額金」は3,490百万円、「少数株主持分」は15百万円そ

れぞれ増加し、「繰延税金資産」は2,377百万円減少しております。なお、損益に及ぼす影響は

ありません。

変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り及びブラックショールズ型オプ

ションモデルによるゼロフロアーオプション価格等から見積もった将来キャッシュ・フロー

を、同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及びス

ワップションのボラティリティが主な価格決定変数であります。

（30％以上50％未満下落した銘柄の回復可能性の判定基準の一部変更）

その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得価額に比べて著しく下

落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがないものについては、当該時価をもって連

結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間の損失として処理

（以下「減損処理」という）しております。

従来は、減損処理は連結会計期間末時点において50％以上時価が下落した銘柄については全

て実施し、30％以上50％未満下落した銘柄については、過去半年間の価格動向により回復可能

性が乏しいと判定した銘柄において実施しておりましたが、昨今の金融環境などを踏まえて検

討した結果、30％以上50％未満下落した銘柄については、当第３四半期連結会計期間から、価格

動向を検討する対象期間を過去半年間から過去1年間に変更する等の見直しを行っておりま

す。

これにより、従来の基準に比べて、減損処理額は17,861百万円減少しております。
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【注記事項】

 

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。

破綻先債権額 16,566百万円

延滞債権額 80,124百万円

３ヵ月以上延滞債権額 665百万円

貸出条件緩和債権額 13,433百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。

※１　貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。

破綻先債権額 15,822百万円

延滞債権額 73,093百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,146百万円

貸出条件緩和債権額 27,560百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　　                            72,912百万円

※２　有形固定資産の減価償却累計額

　　                            72,405百万円

 

(四半期連結損益計算書関係)

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

※１　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額12,287百万

円、株式等償却6,164百万円を含んでおります。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(単位：百万円)

平成20年12月31日現在

現金預け金勘定 173,138

その他の預け金 　△106,387

現金及び現金同等物 66,750
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(株主資本等関係)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千
株)

 当第３四半期連結会計期間末株式数

発行済株式  

　普通株式 233,272

合計 233,272

自己株式  

　普通株式 2,018

合計 2,018

 

２　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
 

       該当ありません。

 

３　配当に関する事項
 

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
金額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月25
日
定時株主総会

普通株式 2,084 9.00平成20年３月31日平成20年６月26日利益剰余金

平成20年11月14
日
取締役会

普通株式 1,618 7.00平成20年９月30日平成20年12月10日利益剰余金

   上記配当金総額には、連結子会社が保有する当行株式にかかる配当金は含んでおりません。

 

 

基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの
 

       該当ありません。

 

４  株主資本の金額の著しい変動に関する事項

     
     株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

 

 
銀行業
(百万円)

リース業
(百万円)

証券
投資顧問業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

経常収益       

　(1) 外部顧客に対する
　　　経常収益

113,03611,125 21 124,184 ― 124,184

　(2) セグメント間の内部
　　　経常収益

167 285 53 506 (506) ―

計 113,20411,411 75 124,691(506)124,184

　　経常利益 12,654 797 19 13,471 (7) 13,464

(注)１．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

２．業種の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

      ３．各区分の主な業種

        （１）銀行業・・・・・・・・銀行業、信用保証業、金融業、クレジットカード業、銀行事務受託業

        （２）リース業・・・・・・・リース業

        （３）証券投資顧問業・・・・金融商品取引法上の投資運用業、助言業

      ４．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法に比べ、リース業において経常収益が221百万円減少し、経常利益が72百万円増

加しております。

 

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

         全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

 

【海外経常収益】

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

         海外経常収益が連結経常収益の10％未満であるため、海外経常収益の記載を省略しております。
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(有価証券関係)

当第３四半期連結会計期間末

※１　企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動

が認められるものは、次のとおりであります。

※２　四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載

しております。

 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年12月31日現在)

 

 四半期連結貸借対照表

計上額（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

国債 11,403 12,109 706

地方債 9,657 9,994 336

社債 1,993 2,105 112

合計 23,054 24,209 1,155

(注)　時価は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づいております。

 

２．　その他有価証券で時価のあるもの(平成20年12月31日現在)

 

 取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円)

株式 113,279 103,176 △10,102

債券 1,555,243 1,575,381 20,137

　国債 574,668 581,315 6,647

　地方債 424,188 433,212 9,023

　社債 556,386 560,852 4,465

その他 332,908 308,479 △24,428

  外国債券 201,878 195,865 △6,013

  その他 131,029 112,614 △18,415

合計 2,001,431 1,987,037 △14,394

(注)　１．四半期連結貸借対照表計上額は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価に

より計上したものであります。

２．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落してお

り、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期

連結貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間の損失として処理（以下

「減損処理」と言う。）しております。

    　　当第３四半期連結累計期間における減損処理額は10,181百万円 (うち株式5,979百万円，外国債券572百

万円，その他証券3,629百万円）であります。
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(金銭の信託関係)

当第３四半期連結会計期間末

該当ありません。

 

(デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末

前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。

 

(ストック・オプション等関係)

該当ありません。

 

（リース取引関係）

リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借手）について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っておりますが、前連結

会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

１.　１株当たり純資産額

  
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 円 1,475.64 1,594.37

２.　１株当たり四半期純利益金額等

  
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金
額

円 36.46

(注) １　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

  
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額  

　四半期純利益 百万円 8,439

　普通株主に帰属しない
　金額

百万円 ―

　普通株式に係る
　四半期純利益

百万円 8,439

　普通株式の
　期中平均株式数

千株 231,446

２　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりませ

ん。

 

(重要な後発事象)

   該当ありません。
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２ 【その他】

（１）第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び1株当たり四半期純利益金額

等

　当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を

行う会社)に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び1株

当たり四半期純利益金額等については、四半期レビューを受けておりません。

 

①　損益計算書

 (単位：百万円)

 
 当第３四半期連結会計期間

(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

経常収益  41,291

　資金運用収益  25,247

　　（うち貸出金利息）  16,435

　　（うち有価証券利息配当金）  7,600

　信託報酬  3

　役務取引等収益  3,996

　その他業務収益  7,510

　その他経常収益  4,532

経常費用  36,211

　資金調達費用  4,661

　　（うち預金利息）  3,021

　役務取引等費用  981

　その他業務費用  5,386

　営業経費  14,547

　その他経常費用 ※１ 10,635

経常利益  5,079

特別利益  0

　固定資産処分益  0

　償却債権取立益  0

特別損失  83

　固定資産処分損  83

税金等調整前四半期純利益  4,997

法人税、住民税及び事業税  △4,777

法人税等調整額  5,266

法人税等合計  488

少数株主利益  221

四半期純利益  4,286

 

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日

至　平成20年12月31日)

※１　その他経常費用には、貸倒引当金繰入額3,010百

万円及び株式等償却4,907百万円を含んでおりま

す。
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②　セグメント情報

（事業の種類別セグメント情報）

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

 

 
銀行業
(百万円)

リース業
(百万円)

証券
投資顧問業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

経常収益       

　(1) 外部顧客に対する
　　　経常収益

37,682 3,604 4 41,291 ― 41,291

　(2) セグメント間の内部
　　　経常収益

55 74 17 148 (148) ―

計 37,738 3,678 22 41,439 (148) 41,291

　　経常利益 4,748 328 3 5,080 (0) 5,079

(注)１．一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。

２．業種の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

      ３．各区分の主な業種

        （１）銀行業・・・・・・・・銀行業、信用保証業、金融業、クレジットカード業、銀行事務受託業

        （２）リース業・・・・・・・リース業

        （３）証券投資顧問業・・・・金融商品取引法上の投資運用業、助言業

 

（所在地別セグメント情報）

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

         全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

 

（海外経常収益）

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

         海外経常収益が連結経常収益の10％未満であるため、海外経常収益の記載を省略しております。
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③　1株当たり四半期純利益金額等

  
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金
額

円 18.53

(注) １　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

  
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額  

　四半期純利益 百万円 4,286

　普通株主に帰属しない
　金額

百万円 ―

　普通株式に係る
　四半期純利益

百万円 4,286

　普通株式の
　期中平均株式数

千株 231,273

２　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないので記載しておりませ

ん。

 

（２）その他

中間配当

平成20年11月14日開催の取締役会において、第128期の中間配当につき次のとおり決議しました。

中間配当金額　　　　　　　1,619百万円

1株当たりの中間配当金　　　　７円00銭
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成21年２月10日

株 式 会 社　中　国　銀　行

取　締　役　会　　御　中

あ　ず　さ　監　査　法　人
 
指定社員
業務執行社員

　公認会計士　　新    田　　東    平　　㊞

 

指定社員
業務執行社員

　公認会計士　　竹　　川　　都　　之　　㊞

  

指定社員
業務執行社員

　公認会計士　　青    木　　靖    英　　㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている
株式会社中国銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結累
計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連
結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ
ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場
から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期
レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等
に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国におい
て一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ
れた手続により行われた。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社中国銀行及び連結子会社
の平成20年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績
及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい
て認められなかった。
 
追記情報
  「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、第１
四半期連結会計期間から「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号平成19年３月30日）
及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号同前）を適用してい
る。
 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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※１．上記は、当行（四半期報告書提出会社）が、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化した

ものであり、その原本は当行が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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